
令和4年3月31日

工事 測量 物品 委託 小規模

1
泰伸建設株式会社
代表取締役　小梛　輝信
千葉市稲毛区小仲台３丁目８番２号

市内 〇 - - - -
令和3年4月1日から
令和3年7月31日まで

契約違反
第２条第１項
別表第１第４項

－ －
令和２年１２月２日に契約締結した本市発注の工事「土気町３３号線側溝改良
工事（緑２－２）」において、正当な理由がなく工期を遅延したため。

2

千葉砂防植産株式会社
代表取締役　古舘　公二
千葉市中央区仁戸名町３５７番地の
３０

市内 〇 - 〇 〇 -
令和3年4月2日から
令和3年5月1日まで

安全管理措置の不適
切により生じた物品及
び業務委託等関係者事
故

－
第２条第１項
別表第１第７項

－

同社は、本市発注の「千葉公園維持管理業務委託」において、令和３年２月１
６日、高所作業車を使用した剪定作業中に、剪定した枝が高所作業車のバ
ケットにあたったことにより、作業員が約２．５ｍの高さから落下し負傷する業
務委託等関係者事故を発生させたため。

3
有限会社　大窪美術工房
代表取締役　大窪　雅夫
千葉市花見川区内山町１９１番地

市内 - - 〇 〇 -
令和3年4月5日から
令和3年6月4日まで

契約違反 －
第２条第１項
別表第１第４項

－
同社は、本市と令和３年２月１５日に契約を締結した「大草谷津田いきものの
里解説板設置業務委託」において、正当な理由がなく履行期間を遅延したた
め。

4

株式会社　萌翔社
代表取締役　杉山　渉
千葉市花見川区宮野木台二丁目１
０番５５号

市内 - - 〇 〇 -
令和3年4月6日から
令和3年6月5日まで

契約違反 －
第２条第１項
別表第１第４項

－
同社は、本市と契約を締結し、令和３年３月１８日に納品予定だった「ふれあい
パスポート（２０２１年度版）作成等業務委託」において、正当な理由がなく履
行期間を遅延したため。

5

日立建機日本株式会社
代表取締役　榎本　一雄
埼玉県草加市弁天五丁目３３番２５
号

準市内 - - 〇 - -
令和3年4月22日から
令和3年6月21日まで

契約違反 －
第２条第１項
別表第１第４項

－
同社は、本市と令和２年９月１日に契約を締結した「ホイールローダー」の納入
において、正当な理由がなく納期を遅延したため。

6
泰伸建設株式会社
代表取締役　小梛　輝信
千葉市稲毛区小仲台３丁目８番２号

市内 〇 - - - -
令和3年4月26日から
令和3年10月25日まで

工事成績等の不良
第２条第１項
別表第１第９項

－ －
令和３年４月２１日に完成検査が行われた本市発注の工事「土気町３３号線側
溝改良工事（緑２－２）」における工事成績評定点が４３点であったため。

7
検見川リフォーム工業株式会社
代表取締役　水木　徹夫
千葉市稲毛区穴川町３８７番地１

市内 〇 - - - -
令和3年5月13日から
令和3年6月12日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

第２条第１項
別表第１第５項

－ －

同社は、本市発注の「千葉市立稲毛高等学校及び同附属中学校トイレ改修工
事（その２）」において、令和３年４月３０日に工事車両誘導時の周囲の状況確
認を怠ったことから、工事車両が駐車中の車両に接触し、車両を損傷する公
衆損害事故を発生させたため。

8

東洋印刷株式会社
代表取締役　土谷　潤一郎
京都府京都市伏見区中島中道町１
３３番地

準市内 - - 〇 〇 -
令和3年5月24日から
令和3年6月23日まで

過失による粗雑納品等 －
第２条第１項

別表第１第２項
－

同社と本市の間で令和２年１１月２０日に締結した「令和３年度特別徴収税額
決定・変更通知書等作成業務委託」契約について、同社の過失により、業務
委託の履行を粗雑にしたと認められたため。

9
泰伸建設株式会社
代表取締役　小梛　輝信
千葉市稲毛区小仲台３丁目８番２号

市内 〇 - - - -
令和3年6月2日から
令和3年10月1日まで

契約違反
第２条第１項
別表第１第４項

－ －
令和２年１２月２日に契約締結した本市発注の工事「村田町１９号線外道路改
良工事（２－２）」において、正当な理由がなく工期を遅延したため。

10
泰伸建設株式会社
代表取締役　小梛　輝信
千葉市稲毛区小仲台３丁目８番２号

市内 〇 - - - -
令和3年6月23日から
令和3年10月22日まで

契約違反
第２条第１項
別表第１第４項

－ －
令和３年３月１日に契約締結した本市発注の工事「高洲中央港線側溝改良工
事（美２－１）」において、予め本市の承諾を得ないまま請負代金債権の譲渡
をしたため。

11
泰伸建設株式会社
代表取締役　小梛　輝信
千葉市稲毛区小仲台３丁目８番２号

市内 〇 - - - -
令和3年6月23日から
令和3年10月22日まで

契約違反
第２条第１項
別表第１第４項

－ －
令和２年１２月２日に契約締結した本市発注の工事「村田町１９号線外道路改
良工事（２－２）」において、予め本市の承諾を得ないまま請負代金債権の譲
渡をしたため。

12

東京電力エナジーパートナー株式会
社
代表取締役　秋本　展秀
東京都千代田区内幸町一丁目１番
３号

準市内 - - 〇 - -
令和3年6月29日から
令和3年7月28日まで

不正又は不誠実な行為 －
第２条第１項

別表第２第７項
－

同社は、特定商取引法に違反したとして、令和３年６月２５日に消費者庁から
同法第２３条第１項による業務停止命令の行政処分を受けたため。

13
三井住友建設（株）
代表取締役社長　近藤　重敏
東京都中央区佃二丁目１番６号

準市内 〇 - - - -
令和3年7月6日から
令和3年8月5日まで

安全管理措置の不適
切により生じた工事等
関係者事故

第２条第１項
別表第１第７項

－ －

同社は、本市発注の「千葉市新清掃工場建設工事」において、令和３年５月１
８日、作業員１名がブレーカーによる作業を行う際、足甲プロテクターを装着せ
ずに行ったことにより、同作業員の右足甲を負傷する工事関係者事故を発生
させたため。

適用条項
【小規模修繕】

措置理由

指名停止措置一覧表（令和３年度）

番号 有資格業者名 地区区分
名簿種別

指名停止期間 措置要件
適用条項

【工事・測量等】
適用条項

【物品・委託】



工事 測量 物品 委託 小規模

適用条項
【小規模修繕】

措置理由番号 有資格業者名 地区区分
名簿種別

指名停止期間 措置要件
適用条項

【工事・測量等】
適用条項

【物品・委託】

14
成田空港警備株式会社
代表取締役　神崎　誠
千葉県成田市東町７７番地

市外 〇 - 〇 〇 -
令和3月7月20日から
令和3年8月19日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－
同社の社員が、警備巡回する中学校の警備巡回中に、職員室内の机の引き
出しを開けて現金を盗もうとしたとして、窃盗未遂の疑いで令和３年２月２４日
までに千葉県警に逮捕されたため。

15
有限会社　花島公園協力会
代表取締役　笠川　光夫
千葉市花見川区花島町１５３番地

市内 - - - 〇 -
令和3月7月27日から
令和3年8月26日まで

安全管理措置の不適
切により生じた物品及
び業務委託等関係者事
故

－
第２条第１項
別表第１第７項

－
同社は、本市発注の「花島公園維持管理業務委託」において、令和３年７月１
５日、ヘッジトリマーを使用した刈込作業中に、作業員が右手小指先をヘッジト
リマーの刃に接触させ負傷する、業務委託等関係者事故を発生させたため。

16
泰伸建設株式会社
代表取締役　小梛　輝信
千葉市稲毛区小仲台３丁目８番２号

市内 〇 - - - -
令和3年7月30日から
令和3年9月29日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

第２条第１項
別表第１第５項

－ －

令和２年１２月２日に契約締結した本市発注の工事「村田町１９号線外道路改
良工事（２－２）」において、令和３年５月２８日、側溝再設置のための掘削中、
バックホウのバケットが給水管の留め具に接触し、留め具がはずれ漏水する
公衆損害事故を発生させたため。

17

明治コンサルタント株式会社
代表取締役社長　林　雅一
北海道札幌市中央区南七条西一丁
目２１番地１

準市内 - 〇 - 〇 -
令和3年8月20日から
令和4年2月19日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－
同社は、本市発注案件｢令和３年度大規模盛土造成地変動予測調査（簡易地
盤調査）業務委託」において、令和３年８月１０日付けで落札者と決定したが、
正当な理由がなく令和３年８月１２日付けで契約の辞退を申し出たため。

18

ネットワンシステムズ（株）
代表取締役　竹下　隆史
東京都千代田区丸の内二丁目７番
２号　ＪＰタワー

市外 〇 - 〇 〇 -
令和3年8月26日から
令和3年9月25日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－
同社は、令和３年８月５日に金融庁から有価証券報告書等の虚偽記載によ
り、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を受けたため。

19
ニッタン（株）
代表取締役社長　沖　昌徳
東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号

準市内 〇 - 〇 〇 -
令和3年9月1日から

令和3年9月30 日まで
不正又は不誠実な行為

第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－

同社の使用人は、同社が施工中である関東地方整備局発注の工事におい
て、電線等有価材を施設管理者に引き渡した後、引き渡した電線を保管場所
から盗んだとして、令和３年６月２３日に窃盗の容疑で警視庁に逮捕されたた
め。

20

株式会社　日匠システム警備
代表取締役　二宮　俊幸
千葉市中央区富士見二丁目１３番１
号

市内 - - - 〇 -
令和3年9月14日から
令和4年3月13日まで

不正又は不誠実な行為 －
第２条第１項

別表第２第７項
－

同社は、本市と委託契約を締結した「花見川区役所・花見川保健福祉センター
警備業務委託」について、履行能力喪失の届出をしたが、これについては正
当な理由がなく、千葉市において令和３年９月１２日をもって契約を解除したた
め。

21

株式会社与志建設
代表取締役　大土　隆
千葉市花見川区犢橋町１５５１番地
１

市内 〇 - - - -
令和3年9月24日から
令和3年10月23日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

－ －

同社は、令和２年３月１６日に、千葉市花見川区犢橋町でスレート屋根の修理
作業を行うにあたり、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を
講じなければならないのに、その措置を講じていなかったことから、労働安全
衛生法違反により略式起訴され、令和２年１１月２７日付けで罰金刑に処せら
れた。また、このことが建設業法第２８条第１項第３号に該当するとして、千葉
県知事から令和３年９月２日付けで、指示処分を受けたため。

22

東日本電信電話（株）
代表取締役　井上　福造
東京都新宿区西新宿三丁目１９番２
号

準市内 〇 - 〇 〇 -
令和3年10月14日から
令和3年12月13日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－
同社は、本市が発注した｢千葉市本庁舎外２か所電話サービス契約｣におい
て、令和３年８月６日付けで契約相手方として決定したが、正当な理由がなく
契約を締結しなかったため。

23
三和工業株式会社
代表取締役　枝元　祐司
千葉市若葉区殿台町１０４番

市内 〇 - - - 〇
令和3年10月26日から
令和3年12月25日まで

安全管理措置の不適
切により生じた工事等
関係者事故

第２条第１項
別表第１第７項

－
小規模修繕業者登
録制度実施要綱
第９条第２項

同社は、本市発注の「千葉市立泉谷中学校トイレ改修給排水設備工事」にお
いて、令和３年８月２４日に作業員１名がモルタル攪拌作業を行う際に、適切
な容器を用いて攪拌を行わなかったことにより、同作業員の左手小指を負傷さ
せる工事関係者事故を発生させたため。

24
有限会社　カミハマ企画
取締役　相川　浩二
千葉市若葉区みつわ台二丁目１番３

市内 ○ - ○ ○ -
令和3年11月8日から
令和3年12月7日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

第２条第１項
別表第１第５項

第２条第１項
別表第１第５項

－
同社は、本市発注の「昭和の森テニスコートトイレ建替え工事」において、令和
３年１１月１日に運転手の不注意により、アーム部分が屋根に衝突し屋根の一
部が破損する公衆損害事故を発生させたため。

25

株式会社　大幹
代表取締役　小迫　尊光
千葉市若葉区御成台三丁目１１６８
番地２３

市内 〇 〇 - 〇 -
令和3年11月8日から
令和3年12月7日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

第２条第１項
別表第１第５項

第２条第１項
別表第１第５項

－

同社は、本市発注の「中央星久喜町線歩道整備工事（２－１）」において、令和
３年９月６日に、バックホウの運転時に周囲の確認不足から、バックホウの排
土板をガス蓋に接触させ、立上り管を破損させる公衆損害事故を発生させた
ため。

26

大和ハウス工業株式会社
代表取締役社長　芳井　敬一
大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５
号

準市内 〇 - 〇 - -
令和3年11月25日から
令和3年12月24日まで

建設業法違反行為
第２条第１項
別表第２第８項

－ －

同社は、建設業法第１５条第２号の規定に違反して、資格要件を満たさない者
を営業所の専任技術者として配置するとともに、建設業法第２６条の規定に違
反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現
場に配置していたとして、国土交通省近畿地方整備局から令和３年１１月１７
日付けで、建設業法第２８条第１項の規定に基づく指示処分及び同法第２８条
第３項の規定に基づく営業の停止命令を受けたため。



工事 測量 物品 委託 小規模

適用条項
【小規模修繕】

措置理由番号 有資格業者名 地区区分
名簿種別

指名停止期間 措置要件
適用条項

【工事・測量等】
適用条項

【物品・委託】

27
五稜建設株式会社
代表取締役　寺谷　誠臣
千葉市若葉区源町１０７番地

市内 〇 - - - -
令和3年12月9日から
令和4年1月8日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

第２条第１項
別表第１第５項

－ －
同社は、本市発注の「千葉市立蘇我中学校校舎外外部改修工事」において、
令和３年９月２８日に、同中学校職員が足場を通過した際に、足場の端部に頭
部が衝突し、頭頂部を負傷する公衆損害事故を発生させたため。

28

かしの木建設（株）
代表取締役　伊藤　靖雄
千葉市若葉区千城台西２丁目２番５
号

市内 ○ - - - -
令和3年12月10日から
令和4年2月9日まで

安全管理措置の不適
切により生じた公衆損
害事故

第２条第１項
別表第１第５項

－ －

同社は、本市発注の「千葉市立山王小学校校舎外外部改修外工事」におい
て、令和３年１１月３０日に既存樋の撤去作業をしていたところ、樋の搬出に干
渉するブラケットの取り外しを行う際に誤ってブラケットを落下させてしまい、１
階トイレの窓ガラスを破損する公衆損害事故を発生させたため。

29
（株）京葉都市設計
代表取締役　玉越　安夫
千葉市中央区中央三丁目１０番６号

市内 - ○ - - -
令和3年12月28日から
令和4年1月27日まで

過失による粗雑工事等
第２条第１項
別表第１第２項

－ －

同社は、本市発注の「千葉中央港６号緑地実施設計等業務委託」において、
造成設計に際し設計条件として誤った地耐力を設定する等、現地の状況と著
しく乖離した設計を成果物としたことから、過失による粗雑業務であると認めら
れるため。

30
綜合警備保障（株）
代表取締役　青山　幸恭
東京都港区元赤坂１丁目６番６号

準市内 ○ - ○ ○ -
令和4年1月7日から
令和4年2月6日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－
同社の元社員が、令和４年１月５日に窃盗の容疑で千葉県警に逮捕されたた
め。

31
パシフィックコンサルタンツ株式会社
代表取締役社長　重永　智之

準市内 - ○ - ○ -
令和4年1月24日から
令和4年7月23日まで

談合及び競売入札妨害
第２条第１項
別表第２第６項

第２条第１項
別表第２第６項

－
同社の使用人は、富山県富山市発注の設計業務の入札を巡り、令和４年１月
２４日に競売入札妨害の容疑により逮捕されたため。

32
株式会社ジイケイ設計
代表取締役　須田　武憲

市外 - ○ - ○ -
令和4年1月24日から
令和4年7月23日まで

談合及び競売入札妨害
第２条第１項
別表第２第６項

第２条第１項
別表第２第６項

－
同社の使用人は、富山県富山市発注の設計業務の入札を巡り、令和４年１月
２４日に競売入札妨害の容疑により逮捕されたため。

33
高橋構造研究所
代表　髙橋　悟

市内 - ○ - - -
令和4年2月9日から
令和4年4月8日まで

契約違反
第２条第１項別表
第１第４項

－ －
令和３年７月１６日に契約締結した本市発注の委託業務「千葉市立誉田東小
学校トイレ改修実施設計業務委託」において、正当な理由がなく履行期間を遅
延したため。

34
綜合警備保障株式会社
代表取締役　青山　幸恭
東京都港区元赤坂１丁目６番６号

準市内 〇 - 〇 〇 -
令和4年2月18日から
令和4年3月17日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

第２条第１項
別表第２第７項

－
同社の元社員が、令和４年２月９日に業務上横領の容疑で愛知県警に逮捕さ
れたため。

35

ＪＦＥエンジニアリング株式会社
代表取締役社長　大下　元
神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁
目１番地

準市内 〇 〇 〇 〇 -
令和4年2月16日から
令和4年8月15日まで

談合及び競売入札妨害
第２条第１項
別表第２第６項

第２条第１項
別表第２第６項

－
同社の使用人は、沖縄県竹富町発注の海底送水管更新工事の入札を巡り、
令和４年２月１３日に公契約関係競売等妨害の容疑により逮捕されたため。

36

ＪＦＥエンジニアリング株式会社
代表取締役社長　大下　元
神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁
目１番地

準市内 〇 〇 〇 〇 -
令和4年2月25日から
令和4年3月24日まで

安全管理措置の不適
切により生じた物品及
び業務委託等関係者事
故

－
第２条第１項
別表第１第７項

－

同社は、本市発注の「幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧
業務委託」において、令和４年２月１９日、山留支保工設置作業中に、治工具
の固定が十分でなかったことにより、腹起し材と介錯ロープ接続部のフックが
外れ、作業員が後方に転倒し前腕を負傷する、業務委託等関係者事故を発
生させたため。

37

東朋産業株式会社
代表取締役　村田　茂行
群馬県前橋市総社町桜が丘１２２５
番地２

市外 - - - 〇 -
令和4年3月1日から
令和4年8月31日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定機械警備業務の取引分野における競争を実質的に制限してい
たとして、令和４年２月２５日付けで公正取引委員会から排除措置命令を受け
たため。

38

大成・鵜沢建設共同企業体
代表構成員　大成建設株式会社
代表取締役社長　相川　善郎
東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号
構成員　鵜沢建設株式会社
代表取締役　鵜沢　朋生
千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１
号

準市内 〇 - - - -
令和4年3月1日から
令和4年3月31日まで

安全管理措置の不適
切により生じた工事等
関係者事故

第２条第１項
別表第１第７項

－ -

同社は、本市発注の「千葉市新庁舎整備工事」において、令和４年２月１８日、
コンクリート打設後の片付け作業において、配管バルブの開閉操作をした際
に、転倒した配管が作業員の背中に激突し、その弾みで転倒した際に左膝を
負傷する工事関係者事故を発生させたため。
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39

大成建設株式会社
代表取締役社長　相川　善郎
東京都新宿区西新宿一丁目２５番１
号

準市内 〇 〇 - - -
令和4年3月1日から
令和4年3月31日まで

安全管理措置の不適
切により生じた工事等
関係者事故

第２条第１項
別表第１第７項

－ -

同社は、本市発注の「千葉市新庁舎整備工事」において、令和４年２月１８日、
コンクリート打設後の片付け作業において、配管バルブの開閉操作をした際
に、転倒した配管が作業員の背中に激突し、その弾みで転倒した際に左膝を
負傷する工事関係者事故を発生させたため。

40

鵜沢建設株式会社
代表取締役　鵜沢　朋生
千葉市若葉区千城台西一丁目３８
番１号

市内 〇 - - - -
令和4年3月1日から
令和4年3月31日まで

安全管理措置の不適
切により生じた工事等
関係者事故

第２条第１項
別表第１第７項

－ -

同社は、本市発注の「千葉市新庁舎整備工事」において、令和４年２月１８日、
コンクリート打設後の片付け作業において、配管バルブの開閉操作をした際
に、転倒した配管が作業員の背中に激突し、その弾みで転倒した際に左膝を
負傷する工事関係者事故を発生させたため。

41

ナカバヤシ株式会社
代表取締役　湯本　秀昭
大阪府大阪市中央区北浜東１番２０
号

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年6月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

42

共同印刷株式会社
代表取締役社長　藤森　康彰
東京都文京区小石川四丁目１４番１
２号

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年6月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

43

株式会社　ビー・プロ
代表取締役　江馬　文成
宮城県仙台市若林区六丁の目西町
４番１号

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

44
トッパン・フォームズ株式会社
代表取締役社長　坂田　甲一
東京都港区東新橋一丁目７番３号

準市内 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

45

株式会社　ディーエムエス
代表取締役　山本　克彦
東京都千代田区神田小川町一丁目
１１番地

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

46

小林クリエイト株式会社
代表取締役　小林　友也
愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５
番地

準市内 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

47
光ビジネスフォーム株式会社
代表取締役　松本　康宏
東京都八王子市東浅川町５５３番地

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

48

東洋印刷株式会社
代表取締役　土谷　潤一郎
京都府京都市伏見区中島中道町１
３３番地

準市内 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

49

カワセコンピュータサプライ株式会社
代表取締役　川瀬　啓輔
大阪府大阪市中央区今橋２丁目４
番１０号　ＥＤＧＥ淀屋橋８Ｆ

準市内 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

50

株式会社　恵和ビジネス
代表取締役　渡辺　淳也
北海道札幌市中央区南二条西十二
丁目３２４番地１

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

51
株式会社　タナカ
代表取締役　田中　司郎
茨城県土浦市藤沢３４９５番地１

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

52

株式会社　ディーソル
代表取締役　今村　勇雄
東京都中央区日本橋人形町一丁目
８番４号

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。
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53

株式会社　アテナ
代表取締役社長　渡辺　剛彦
東京都江戸川区臨海町５丁目２番２
号

市外 - - ○ - -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

54

日本電算機用品株式会社
代表取締役　子田　清
東京都大田区蒲田四丁目２１番１４
号

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

55

塚田印刷株式会社
代表取締役社長　塚田　和範
兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２
号

市外 - - ○ ○ -
令和4年3月10日から
令和4年9月9日まで

独占禁止法違反行為 －
第２条第１項
別表第２第４項

－
同社は、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制
限していたとして、令和４年３月３日付けで公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

56
中里建設株式会社
代表取締役　中里　聡
栃木県佐野市栃本町１０５１番地

市外 - - - ○ -
令和4年3月11日から
令和4年4月10日まで

不正又は不誠実な行為 －
第２条第１項
別表第２第７項

－

同社は、栃木県佐野市発注の災害廃棄物仮置き場の復旧工事において、作
業員がトラクター・ショベルを用いた作業に従事中、建設機械ごと転落し作業
員が死亡する工事関係者事故を発生させた。
この件について、同社及び同社の従業員は、労働安全衛生法違反により、令
和３年７月８日付で足利簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が
確定したため。

57
神稲建設株式会社
代表取締役　福澤　栄夫
長野県飯田市主税町１８番地

準市内 〇 - - - -
令和4年3月28日から
令和4年4月27日まで

不正又は不誠実な行為
第２条第１項
別表第２第９項

－ －

同社は令和３年１月２０日に長野県の木曽広域連合発注の木曽クリーンセン
ター旧炉施設解体工事において、廃材の投下作業をしていた作業員１名が転
落し、死亡する工事関係者事故を発生させた。
 この件について、同社及び同社現場代理人が令和３年１２月９日、労働安全
衛生法違反により長野地方検察庁から公訴を提起され、略式命令を受けたた
め。

58

石垣メンテナンス株式会社
代表取締役社長　石垣　真
東京都千代田区丸の内一丁目６番
５号

準市内 〇 - ○ ○ -
令和4年3月29日から
令和4年5月28日まで

契約違反
第２条第１項
別表第１第４項

第２条第１項
別表第１第４項

－
同社は、本市と令和３年７月８日に契約を締結した「蘇我雨水ポンプ場主ポン
プ４号修繕」において、正当な理由がなく履行期間を遅延したため。

59
株式会社　サンケイちば企画
代表取締役　新谷　孝
千葉市中央区中央四丁目１７番３号

市内 - - 〇 〇 -
令和4年3月31日から
令和4年5月30日まで

契約違反 －
第２条第１項
別表第１第４項

－
同社は、本市と契約を締結し、令和３年１２月２４日に納品予定だった「還付・
口座振替開始通知書用封筒他１点作成等業務委託」において、正当な理由が
なく履行期間を遅延したため。


